
 

当地区は、平成２９年６月２３日に土地区画整理事業の事業計画決定の公告をしました。これと並

行して、国・県と国庫補助金（交付金）について調整を進めていたところですが、今般、協議が整ったこ

とから、平成２９年９月２９日、事業計画を変更しました。 

今回の変更は、資金計画における国費と市費の組み換えに関する内容です。この資金計画に関す

る変更は、土地区画整理法施行令第４条による軽微な変更として取扱われることになり、事業計画の

縦覧手続きは省略しております。 

○変更内容：資金計画 収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度に工事着手する箇所の土地所有者の方々につきましては、夏頃から土地使用の事前説明を

させていただきました。引き続き、土地使用契約の手続きにお伺いをさせていただきますので、ご協力

をお願いいたします。また、来年度工事を予定している箇所につきましては、平成３０年１月から個別に

ご説明に伺う予定としておりますので、併せてご協力をお願いします。 

平成２９年度、平成３０年度の土地使用の箇所は、平成２９年６月に配布しました「平成２９年度・

３０年度 土地使用箇所図・工事エリア図」をご確認ください。 

 

 

○権利変動及び住所変更等が生じた場合 

土地の売買や相続等による権利変動が生じた場合、お引越しによる住所変更や、氏名の変更があ

る場合には届出をお願い致します。 

各種届出の手続きについては、平成２９年６月に配布しました「土地区画整理事業のしおり」をご確

認いただくか、下記へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川美南駅東口周辺地区の土地区画整理審議会委員の選挙にあたり、平成２９年９月１２日（火）

から９月２２日（金）までの間、立候補の受付を行ったところ、１１名の方からの立候補がありました。 

越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業施行条例第１２条第２項に定め

る選挙すべき委員の数１２名を超えなかったことから、平成２９年１０月３１日（火）に無投票で当選人を

決定しました。 

今後、審議会は市長が選任した学識経験者の３名の方と合わせ、合計１４名の委員により運営していき

ます。なお、委員の任期は平成２９年１０月３１日から５年間（平成３４年１０月３０日まで）です。 

また、第１回審議会を平成２９年１１月１５日（水）に開催し、会長に奥村 隆司委員、会長代理に

村瀬 信雄委員が選出されました。審議会委員のみなさんをご紹介いたします。（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川美南駅東口周辺地区 

 

＜第２号＞ 
平成２９年１１月 

発行：吉川市 都市整備部 

吉川美南駅周辺地域整備課 

電話：048-982-9425（直通） 

１ 土地区画整理審議会委員が決まりました 

５ 土地区画整理事業 事業計画変更のお知らせ 

７ 吉川市からのお願い 

６ 土地使用承諾のお願い 

お問い合わせ先 

【事業施行者】 

吉川市 都市整備部 吉川美南駅周辺地域整備課 

〒342-8501 

吉川市吉川二丁目 1 番地 1 

ＴＥＬ：048-982-9425（直通） 

【事業支援者】 

株式会社ＵＲリンケージ 吉川事務所 

〒342-0041 

吉川市大字保 480 番地 5 竹内ビル２階 

ＴＥＬ：048-983-7901 

 

<収入> 変更前 変更後 増減 

社
会
資
本 

総
合
交
付
金 

国庫補助金 １,４１１,８００千円 １,５２３,４００千円 １１１,６００千円（増） 

市負担金 １,１５５,２００千円 １,２４６,６００千円 ９１,４００千円（増） 

計 ２,５６７,０００千円 ２,７７０,０００千円 ２０３,０００千円（増） 

市単独費 ３,６０４,４００千円 ３,４０１,４００千円 ２０３,０００千円（減） 

保留地処分金 １０，５０６，６００千円 １０，５０６，６００千円 ±０ 

公共施設管理者負担金 ２８３，０００千円 ２８３，０００千円 ±０ 

合 計 １６，９６１，０００千円 １６，９６１，０００千円 ±０ 

永塚 守利 竹内 清武 名倉 定一 小倉 重治 中村 嘉市 鈴木 繁 菊名 剛 

水上 欽也 名倉 嘉一 村瀬 信雄 奥村 隆司 名 三津男 末重 秀二 

審議会は、施行地区内の土地所有者や借地権者の適切な意見を反映させ、事業を民主

的かつ公正に運営していくための施行者の諮問機関として設置されます（土地区画整理

法第５６条）。審議会では換地計画や仮換地の指定等の事項に関して審議を行います。 

※濱瀬 敦委員はご都合により欠席されました。 



 

本年１月に実施しました「吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業に伴う申出換地アンケート」

について、平成２９年８月１７日から平成２９年９月２４日まで、アンケートの回答内容を確認させていた

だくと共に、申出換地に関するご希望等を直接お聞きするため、個別相談会を開催いたしました。 

個別相談会には、対象者２８８名の内、２３５名の方が出席してくださいました。お忙しい中、ご協力い

ただき有難うございました。今後、この結果を踏まえて、本申出、換地設計と進めてまいります。 

○個別相談会における主な質問と回答 

（本申出関連） 

Ｑ：まだ、将来の土地利活用について、家族内で考え方がまとまっていない。いつまでに決めなけれ

ばならないのか？ 

Ａ：今後、予定している本申出までに決めていただく事になります。 

Ｑ：本申出を提出した後に意向が変わった場合、本申出の変更は出来るのか？ 

Ａ：提出していただいた本申出の結果を基に、換地設計を行います。そのため、本申出後の変更は

原則対応出来ません。 

（土地の利活用関連） 

Ｑ：商業・業務ゾーンの換地を希望している。このゾーンで自己活用

を考えているのだが、それは可能なのか？ 

Ａ：当該ゾーンは、市の新たな玄関口として、店舗、施設などの機能

を集約した一体利用を行うエリアとして計画しています。そのため

共同利用が前提となりますので、ご提示した条件の中で検討をお

願いします。 

Ｑ：商業・業務ゾーンにて、進出してきた企業と賃貸借契約している期間中に相続が発生した場合、

その土地の売却、或いは物納は出来るのか？ 

Ａ：売買は出来ます。ただし、企業との賃貸借契約も継承していただくことになりますので、売買された

方へ説明をお願いします。 

また、物納につきましては、借地権が設定されている土地などは、管理や処分に不適格な財産

（管理処分不適格財産）として、物納は認められていません。 

Ｑ：産業ゾーン等にて、進出してきた企業へ土地（換地）を売却する際に、何か要件はあるのか？ 

Ａ：所有権以外の権利が登記（抵当権など）されている場合や土地所有者の方が亡くなり、相続登

記が済んでいない場合は売却できません。 

（その他） 

Ｑ：所有地が小さく土地を減らされると活用が出来なくなる。土地を減らさない方法は無いのか？ 

Ａ：狭小な土地の取り扱いについては、今後、審議会に諮問してルールを決めて行くことになります。 

 

本事業では、平成２９年度に工事着手する箇所の土地所有者の皆様から、土地の使用について

のご協力を頂きました。土地所有者の皆様のご理解を得て、この度、平成２９年１１月下旬から工事

に着手する運びとなりました。 

この工事に伴い、一部道路の通行止め、吉川美南駅東口暫定駐車場の利用が出来なくなります。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願い致します。 

○一部道路の通行止め 

規制時期：平成２９年１２月１日（金）から 

区 間：県道越谷流山線と中曽根陸橋

入口までの約８５０メートル。 

※上第二大場川沿いの道路は、歩行者・

自転車は通行可能です。（工事エリアへ

の自動車の進入はできません） 

○暫定駐車場利用の停止 

・暫定駐車場定期利用の停止は平成３０

年４月１日（水）からを予定しています。 

※暫定駐車場一時利用は平成２９年１１月１日（水）から停止となっています。 

○既存駐輪場について 

・既存の駐輪場は、平成３０年春まで利用可能です。平成３０年春以降は、新たに整備する仮設の

駐輪場での利用となります。 

 

事業の主な進捗状況と今後の予定は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申出換地 個別相談会 ３ 工事のお知らせ 

【共同利用のイメージ図】 

【平成２９年度工事範囲】 

４ まちづくりの進め方 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度～平成３８年度 
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《６月２３日》 

 実施済み 

それぞれの画地が
換地となります。 
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